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令和６年度第２回定例松本市教育委員会付議案件 

 

［議案］ 

第１号  松本市教育支援委員会委員の委嘱について【非公開】 

第２号  松本市教育委員会個人番号の利用に関する条例施行規則の改正及び特定

個人情報等取扱に係る要領等の制定について 

第３号  指導上の措置について【非公開】 

第４号  松本市青少年ホーム運営委員会委員の委嘱について【非公開】 

第５号  教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則の一部改

正について 

第６号  史跡小笠原氏城跡整備委員会の設置について 

第７号  松本市博物館協議会への諮問について【非公開】 

 

［報告］ 

第１号  松本市学校給食食品等選定委員会委員の委嘱について 

第２号  青少年のひきこもり対策事業の実施結果について 

第３号  まつもと文化遺産保存活用協議会委員の委嘱について 

第４号  特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存整備事業について 

第５号  高綱中学校における事故について 

 

［その他］ 

 

 

追加 



議案第 ２ 号 

 

   松本市教育委員会個人番号の利用に関する条例施行規則の改正及び 

特定個人情報等取扱に係る要領等の制定について 

 

１ 趣旨 

  令和６年６月から開始する特別支援教育就学奨励費及び就学援助費の支給事務に係る

個人番号利用に関して、必要な規則等を制定・改定を行うことについて協議するもので

す。 

 

２ 概要 

 ⑴ 条例施行規則の改正 

  ア 内容 

令和６年５月市議会臨時会において松本市個人番号の利用に関する条例（平成２

７年条例第６７号）（以下「条例」という。）の改正が行われたことから、条例に規

定されている教育委員会規則を改正します。 

  イ 規則名 

    松本市教育委員会個人番号の利用に関する条例施行規則 

  ウ 改正内容 

   (ｱ) 特別支援教育就学奨励費の支給対象に私立学校を加え、要綱の名称を改めたこ

とに合わせ、「松本市立小、中学校」の次に「等」を加えるもの 

   (ｲ) 条例別表第１に掲げる事務が追加されたことから、第８項を第１０項に、第９

項を第１１項に繰り下げるもの。 

  エ 新旧対照表 

    別紙１のとおり 

  オ 施行期日 

    公布の日 

 ⑵ 取扱要領等の制定 

  ア 内容 

    個人番号を含む特定個人情報等の適正な取扱いに関し、特定個人情報等の取得、

収集・保管及び削除・廃棄等の各段階において共通する留意事項及び安全管理措置

について定めるものです。 

  イ 規程名 

   (ｱ) 松本市教育委員会特定個人情報等取扱要領 

   (ｲ) 学校教育課における特定個人情報等取扱規程 

  ウ 取扱要領等（案） 

    別紙２及び別紙３のとおり 

  エ 施行期日 

規則の公布の日 

教育委員会資料 

６．５．２３ 

学 校 教 育 課 

担当  

学校教育課 課長 清沢 卓子 

電話 ３３－９８４６ 



 

 

松本市教育委員会個人番号の利用に関する条例施行規則（令和５年教育委員会規則第２２号） 

新旧対照表 

改正前 改正後 

松本市教育委員会個人番号の利用に関する

条例施行規則 

松本市教育委員会個人番号の利用に関する

条例施行規則 

令和５年１０月１９日 

教育委員会規則第２２号 

（略） 

（条例別表第１の規則で定める事務） 

第２条 条例別表第１第８項の教育委員会規

則で定める事務は、松本市立小、中学校特別

支援教育就学奨励費支給要綱（平成５年告示

第２５９号）第４条に規定する申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答に関する事務とする。 

２ 条例別表第１第９項の教育委員会規則で

定める事務は、松本市就学援助費支給要綱

（平成５年告示第２６０号）第４条に規定す

る申請の受理、その申請に係る事実について

の審査又はその申請に対する応答に関する

事務とする。 

 （略） 

令和５年１０月１９日 

教育委員会規則第２２号 

（略） 

（条例別表第１の規則で定める事務） 

第２条 条例別表第１第１０項の教育委員会

規則で定める事務は、松本市立小、中学校等

特別支援教育就学奨励費支給要綱（平成５年

告示第２５９号）第４条に規定する申請の受

理、その申請に係る事実についての審査又は

その申請に対する応答に関する事務とする。 

２ 条例別表第１第１１項の教育委員会規則

で定める事務は、松本市就学援助費支給要綱

（平成５年告示第２６０号）第４条に規定す

る申請の受理、その申請に係る事実について

の審査又はその申請に対する応答に関する

事務とする。 

（略） 

 

 

別紙１ 



1/1 

松本市教育委員会特定個人情報等取扱要領 

令和 年 月 日 

教育委員会訓令甲第 号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）及び個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）に定めるところにより、個人番号及び特

定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）の適正な取扱いに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（準用規定） 

第２条 教育委員会における特定個人情報等の取扱いについては、松本市特

定個人情報等取扱要領（平成３０年訓令甲第４号）を準用する。この場合に

おいて、第３条中「総務部長」とあるのは「教育次長」と、第５条中「行政

管理課長」とあるのは「教育政策課長」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この訓令は、令和 年 月 日から施行する。 

別紙２ 
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学校教育課における特定個人情報等取扱規程 

 

令和６年  月  日 

教育委員会訓令乙第  号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律２７号。以下「法」という。）、特定個人情報の適正な

取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）（平成２６年。以下

「ガイドライン」という。）、松本市個人情報保護条例（平成３０年条例第２号。以

下「条例」という。）、松本市教育委員会特定個人情報等取扱要領（令和 年教育委

員会訓令甲第 号。以下「取扱要領」という。）、松本市における個人番号関係事務

に関する特定個人情報取扱規程（平成２７年訓令乙３２号。以下「取扱規程」とい

う。）及び松本市情報セキュリティポリシー対策基準（平成２９年。以下「対策基準」）

に定めるところにより、学校教育課における個人情報および特定個人情報（本訓令

第二条以下に定められたもの。以下特定個人情報等とする）の適正な取扱いを確保

するため、特定個人情報等の取得、収集・保管及び削除・廃棄の各段階において共

通する留意事項及び安全管理措置について定めることを目的とする。なお、特に特

定個人情報を含まない個人情報の取扱いについては、特定個人情報の取扱いを参考

に、同等の保護措置を講ずることに努めるものとする。 

２ 学校教育課における特定個人情報の取扱事務は、以下とする。 

取扱根拠法令 内容 

法別表第２の３７の項の主務省令で定

める事務に基づく独自利用条例「松本市

個人番号の利用に関する条例」（平成２

７年条例第６７号）の別表１の第１０の

項目 

松本市立小、中学校並びに市内の私立

小、中学校及び中等教育学校前期課程に

在籍する児童又は生徒（以下「児童等」

という。）で、特別支援学級に就学する

児童等及び学校教育法施行令（昭和２８

年政令第３４０号）第２２条の３に規定

する障がいの程度に該当する児童等の

保護者の経済的な負担を軽減するため

支給する就学奨励費の支給の申請の受

理、当該申請に係る事実についての審査

に関する事務 

法別表第２の１０６の項の主務省令で 教育基本法（平成１８年法律第１２０

別紙３ 
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定める事務に基づく独自利用条例「松本

市個人番号の利用に関する条例」（平成

２７年条例第６７号）の別表１の第１１

の項目 

号）第４条第３項並びに学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第１９条の規定

に基づき、経済的理由によって就学困難

と認められる児童又は生徒の保護者に

対して支給する就学援助費の支給の申

請の受理、当該申請に係る事実について

の審査に関する事務 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をいう。 

⑵ 個人番号 法第７条第１項又は第２項の規定により、住民票コードを変換して

得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別す

るために指定されるものをいう 

⑶ 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

⑷ 個人情報ファイル 法第２条第４項に規定する個人情報ファイルをいう。 

⑸ 特定個人情報ファイル 法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルを 

いう。 

⑹  情報資産 個人情報、特定個人情報に加えて、個人情報を含まない情報を管理

している帳票や電子データ、システムとその関連書類、媒体等をいう 

⑺ 個人番号利用事務 法第２条第１０項に規定する個人番号利用事務をいう。 

⑻ 個人番号関係事務 法第２条第１１項に規定する個人番号関係事務をいう。 

⑼ 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実

施者をいう。 

⑽  保護責任者 取扱要領第４条に規定する特定個人情報の保護責任者をいう。 

⑾ 監査責任者 取扱要領第５条に規定する監査責任者をいう。 

⑿ 事務取扱担当者 取扱要領第６条に規定する事務取扱担当者をいう。 

⒀ 管理区域 特定個人情報を管理する区域をいう。 

⒁ 取扱区域 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域とする。 

（特定個人情報の範囲） 

第３条 個人番号を取り扱う事務において使用される個人番号及び特定個人情報ファ 

イルの名称は、次のとおりとする。 
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⑴ 申請者から提出を受けた個人番号利用に関する同意書等 

⑵ 法第１６条に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認 

書類（個人番号カード、通知カード、身元確認書類等）の写し 

⑶ その他個人番号と関連付けて保存される情報 

２ 前項各号に該当するか否かは、保護責任者が決定する。 

（本事務における安全管理措置に関する責任者） 

第４条 学校教育課長を本事務で取り扱う特定個人情報の保護責任者とし、本事務に

おける個人情報の安全管理措置の全ての責務を負い、法、ガイドライン、条例、対

策基準、取扱要領及び本規程に示すセキュリティに従って安全管理を実施するもの

とする。 

２ 学校教育課職員及び保護責任者が指名した職員を本事務で取り扱う特定個人情報

の事務取扱担当者とし、以下に定める。 

内容 担当者 

就学奨励費の支給の申請の受理、当該申

請に係る事実についての審査に関する

事務 

学校教育課事務分掌に記載された者 

その他業務遂行に関連し、保護責任者よ

り指名された者 

就学援助費の支給の申請の受理、当該申

請に係る事実についての審査に関する

事務 

学校教育課事務分掌に記載された者 

その他業務遂行に関連し、保護責任者よ

り指名された者 

（保護責任者の情報資産取扱手順の策定） 

第５条 保護責任者は、課室における個人情報ファイルの取扱いを明確にするため、

情報資産取扱手順を策定し、必要に応じて業務マニュアル等で補完する。 

２ 情報資産取扱手順は、原則として次に掲げる管理段階ごとに、取扱方法、責任者・

事務取扱担当者及びその任務等について定める。具体的に定める事項については、

ガイドライン別添の特定個人情報に関する安全管理措置（行政機関等・地方公共団

体等編）に記述する４つの安全管理措置を含むこととする。  

⑴ 取得する段階  

⑵ 利用を行う段階  

⑶ 保存する段階  

⑷ 提供を行う段階  

⑸ 削除・廃棄を行う段階 

３ 個人番号利用事務の場合、原則として、次のような事務フローに即して、手続を

明確にしておくものとする。  

⑴ 住民等からの申請書を受領する方法（本人確認、個人番号の確認等）  
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⑵ 住民等からの申請書をシステムに入力・保存する方法  

⑶ 個人番号を含む証明書等の作成・印刷方法  

⑷ 個人番号を含む証明書等を住民等に交付する方法  

⑸ 申請書及び本人確認書類等の保存方法  

⑹ 法定保存期間を経過した書類等の廃棄・削除方法   

（特定個人情報保護評価） 

第６条 保護責任者は、特定個人情報ファイルを取り扱う際に生じる個人のプライバ

シー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏えいその他の事態を発生さ

せるリスクを認識し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じている

ことを確認の上、特定個人情報保護評価書に宣言する。 

（事務取扱担当者への教育訓練等） 

第７条 保護責任者は、この規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事

務取扱担当者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施及び

周知徹底等の措置を実施する責任を負う。 

２ 保護責任者は、法第２９条の２及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律施行令（平成２６年政令第１５５号）第３２条に基づ

くサイバーセキュリティの研修について、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に

従事する者に対して、次に掲げるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確

保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項その他の事項に関

する研修を行う。 

⑴ 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。 

⑵ 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバー

セキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その

他のサイバーセキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡

大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとすること。 

⑶ 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね

１年ごとに研修を受けさせるものとすること。 

（必要かつ適切な監督） 

第８条 保護責任者は、特定個人情報がこの規程に基づき適正に取り扱われるよう、

事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。 

（事務取扱担当者の責務） 

第９条 事務取扱担当者は、特定個人情報の取得、利用、収集・保管、提供、削除・

廃棄及び委託処理等、特定個人情報を取り扱う業務に従事する際、法、条例、対策

基準その他関連法令等及び保護責任者の指示した事項に従い、具体的に命令され、
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又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏

えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合は、懲戒処分の対象となること

を認識した上で、その業務を行うものとする。 

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい等、法に違反している事実又は兆候を

把握した場合、速やかに保護責任者に報告するものとする。 

３ 事務取扱担当者は、保護責任者が措置するこの規程を遵守させるための教育を受

けなければならない。なお、教育の内容は、保護責任者が定める。 

（運用状況の記録） 

第１０条 運用状況を確認するため、次の各号の項目につき、利用実績等を記録する。 

⑴ 特定個人情報の取得及び特定個人情報ファイルへの入力状況 

⑵ 書類・媒体等の持出しの記録 

⑶ 管理区域・取扱区域 

⑷ 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録 

⑸ 事務取扱担当者の特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムの利用状況

の記録 

（取扱状況の確認手段） 

第１１条 事務取扱担当者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手

段として、特定個人情報管理台帳に次の各号を記録するものとする。なお、特定個

人情報管理台帳には、特定個人情報等は記載しないものとする。 

⑴ 特定個人情報ファイルの種類、名称 

⑵ 利用目的 

⑶ 削除・廃棄状況 

⑷ 特定個人情報ファイルを取り扱う管理区域の場所 

⑸ 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する取扱区域の場所 

（情報漏えい等事案への対応） 

第１２条 事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損による事故が発

生したことを知った場合又はその恐れがある事案が発覚した場合は、情報セキュリ

ティに関する統一的な窓口（以下「窓口」という。）及び保護責任者へ報告し、保護

責任者は窓口の指示に従い次の措置を講ずるものとする。 

 ⑴ 組織内における報告、被害の拡大防止  

⑵ 事実関係の調査、原因の究明 

⑶ 影響範囲の特定 

⑷ 再発防止策の検討・実施 

⑸ 影響を受ける可能性のある本人への連絡等 
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⑹ 事実関係、再発防止策等の公表 

⑺ 個人情報保護委員会への報告 

（監査、点検及び訓練等による取扱状況の検証） 

第１３条 保護責任者は、監査責任者より承認を受けた計画等に基づき実施される監

査、点検及び訓練等により、特定個人情報の適正な取扱いその他法令等の遵守状況

について検証しなければならない。 

（取扱状況の確認及び安全管理措置の見直し） 

第１４条 保護責任者は、前条の監査、点検及び訓練等の結果に基づき、安全管理措

置の評価、見直し及び改善に取り組むものとする。 

（特定個人情報等を取り扱う区域の管理） 

第１５条 管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し、次の各号に従

い以下の措置を講ずる。 

⑴ 管理区域 入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器及び電子媒体等の制限を

行うものとする。 

⑵ 取扱区域 事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所への座席配置や、後ろ

から覗き見される可能性が低い場所への座席配置等をするなど座席配置を工夫

するものとする。 

（機器及び電子媒体等の盗難等の防止） 

第１６条 管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体

及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、特定個人情報等を取り扱う機器

（機器の内部に特定個人情報等を保存しない場合を除く。）、電子媒体及び書類等は、

施錠できる場所に保管する。 

（電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止） 

第１７条 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持ち運びは、次に掲げ

る場合を除き禁止する。なお、持ち運びとは、特定個人情報等を、管理区域又は取

扱区域へ移動させること及び外へ移動させることをいう。 

⑴ 個人番号関係事務に係る外部委託先に、委託事務を実施する上で必要と認めら

れる範囲内でデータを提供する場合 

⑵ 行政機関等への法定調書の提出等、個人番号関係事務に関して個人番号利用事

務実施者に対しデータ又は書類を提出する場合 

⑶ 取得段階において管理区域又は取扱区域へ特定個人情報等が記録された電子

媒体又は書類等を移動する場合 

⑷ 利用・保存・削除・廃棄段階において管理区域又は取扱区域から特定個人情報

等が記録された電子媒体又は書類等を移動する場合 
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２ 前項により特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持ち運びを行う場

合には、必要に応じ、次の各号における安全策を講ずるものとする。 

⑴ 特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち運ぶ方法 

ア 持出しデータの暗号化 

イ 持出しデータのパスワードによる保護 

ウ 施錠できる搬送容器の使用 

エ 追跡可能な移送手段の利用 

⑵ 特定個人情報等が記載された書類等を安全に持ち運ぶ方法 

ア 封かん、目隠しシールの貼付 

（廃棄・削除段階における物理的安全管理措置） 

第１８条 特定個人情報等の廃棄・削除段階における記録媒体等の管理は、次のとお

りとする。 

⑴ 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された書類等を廃棄する場合、シュ

レッダー等による記載内容が復元不可能な状態までの裁断、焼却場での焼却・溶

解等の復元不可能な手段を用いるものとする。 

⑵ 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄す

る場合、専用データ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不

可能な手段を用いるものとする。 

⑶ 事務取扱担当者は、特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情

報等を削除する場合、容易に復元できない手段を用いるものとする。 

⑷ 特定個人情報等を取り扱う情報システムにおいては、当該関連する法定調書の

法定保存期間が経過する日が属する年の末日までに個人番号を削除する。 

⑸ 個人番号が記載された書類等については、当該関連する法定調書の法定保存期

間が経過する日が属する年の末日までに廃棄をするものとする。 

２ 事務取扱担当者は、個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又

は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。 

（情報漏えい等の防止） 

第１９条 特定個人情報をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路に

おける情報漏えい及び情報システムに保存されている特定個人情報の情報漏えい

等を防止するものとする。 

（特定個人情報の適正な取得） 

第２０条 特定個人情報等の取得は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。

（特定個人情報の利用目的） 

第２１条 職員から取得する特定個人情報の利用目的は、第３条に掲げた個人番号を
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取り扱う事務の範囲内とする。 

（特定個人情報の取得時の利用目的の通知等） 

第２２条 特定個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している

場合を除き、速やかに、その利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければな

らない。この場合において、通知の方法については、原則として書面（電子的方式、

磁気的方式で作られた記録を含む。以下同じ。）によることとし、公表の方法につい

ては、書面の掲示、ウェブサイトでの公表等適切な方法によるものとする。 

２ 利用目的の変更を要する場合、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的

に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知、公表又は明示を行うこ

とにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用することができる。 

（個人番号の提供の要求） 

第２３条 第３条に定める事務を処理するために必要がある場合に限り、本人に対し

て個人番号の提供を求めることができるものとする。 

（個人番号の提供を求める時期） 

第２４条 第３条に定める事務を処理するために必要があるときに個人番号の提供を

求めることとする。 

（特定個人情報の提供の求めの制限） 

第２５条 法第１９条各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることがで

きる場合を除き、申請者に特定個人情報の提供を求めてはならない。 

（特定個人情報の収集制限） 

第２６条 第３条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を収集しないものとす

る。 

（本人確認） 

第２７条 法第１６条に定める各方法により、申請者の個人番号の確認及び当該人の

身元確認を行う。また、代理人については、同条に定める各方法により、当該代理

人の身元確認、代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行う。 

（個人番号の利用制限） 

第２８条 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合を除き、本人の同

意があったとしても、利用目的を超えて申請者の特定個人情報を利用してはならな

い。 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第２９条 特定個人情報ファイルを作成するのは、第３条に定める事務を実施するた

めに必要な範囲に限り、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成してはな

らない。 
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（特定個人情報の保管制限） 

第３０条 特定個人情報は、第３条に定める事務の範囲を超えて保管してはならない。 

２ 第３条に定める事務における個人番号を記載する書類等の保存期間は７年とする。

保存期間を経過するまでの間は、当該書類だけでなく、個人番号をシステム内にお

いても保管することができることとする。 

（特定個人情報の提供制限） 

第３１条 法第１９条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無にかかわらず、特

定個人情報を第三者に提供してはならない。 

（特定個人情報の廃棄・削除） 

第３２条 第３条に定める事務を処理する必要がある範囲内に限り特定個人情報等を

収集又は保管し続けるものとする。これらの書類等に記載された個人番号について

は、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、定められている保存期間を

経過した場合には、特定個人情報を速やかに廃棄又は削除するものとする。 

（委託先における安全管理措置） 

第３３条 第３条に定める事務の全部又は一部を委託する場合には、当市自らが果た

すべき安全管理措置と同等の措置が委託先において適切に講じられるよう、ガイド

ラインの各論第４－２－⑴ 委託の取扱いに示す必要かつ適切な監督を行うものと

する。 

２ 委託先は、当市の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務又は個

人番号利用事務の全部又は一部を再委託することができるものとする。再委託先が

更に再委託する場合も同様とする。 

（雑則） 

第３４条 この規程に定めるもののほか必要な事項及びこの規程により難い事情があ

ると認められるときの取扱いは、法、個人情報保護法等の法令及びガイドラインに

従うものとし、別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、令和６年 月 日から施行する。 



教育委員会資料 

６．５．２３ 

文化財課 

議案第 ５ 号 

 

 

教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則の一部改正について 

 

 

１ 趣旨 

  松本市が特別名勝及び特別天然記念物上高地の管理団体に指定されることに伴

い、所要の改正をすることについて協議するものです。 

 

２ 主な改正内容 

  アルプスリゾート整備本部長に補助執行させる事務を規定する第７条を追加す

る。 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  松本市が特別名勝及び特別天然記念物上高地に係る管理団体の指定を受けた日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 文化財課 

   西部４地区担当 

課長 遠藤 守 

電話 ９４－２３０４ 



教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則（昭和４３年教育委員会規則第７

号）新旧対照表 

改正前 改正後 

○教育委員会の権限に属する事務の一

部の補助執行に関する規則 

○教育委員会の権限に属する事務の一

部の補助執行に関する規則 

昭和４３年３月２６日 昭和４３年３月２６日 

教育委員会規則第７号 教育委員会規則第７号 

（略） （略） 

 （アルプスリゾート整備本部職員に補助執

行させる事務） 

 第７条 アルプスリゾート整備本部の職員に

補助執行させる事務は、次のとおりとする。 

 (1) アルプスリゾート整備本部長に補助執

行させる事務 

 特別名勝及び特別天然記念物上高地の

管理団体（文化財保護法（昭和２５年法律

第２１４号）に規定する管理団体をいう。）

として行う事務 

 (2) アルプスリゾート整備本部職員（本部長

を除く。）に補助執行させる事務 

 アルプスリゾート整備本部長に補助執

行させる事務の補助事務 

 



 

 

 

議案第 ６ 号 

 

史跡小笠原氏城跡整備委員会の設置について 

 

１ 趣 旨 

令和５年度に策定した史跡小笠原氏城跡整備基本計画に基づく整備事業を実施するに

当たり、保存活用及び整備に関する事項等を検討するため、史跡小笠原氏城跡整備委員

会を設置することについて協議するものです。 

 

２ 委員会の概要 

 ⑴ 名称 

   史跡小笠原氏城跡整備委員会 

 ⑵ 委員会の構成 

   委員１０人以内 

 ⑶ 任期 

   委嘱の日から２年 

  

３ 設置要綱（案） 

  別紙のとおり 

 

４ 施行日 

  教育委員会議決の日 

 

５ 今後の予定 

委員の委嘱について、あらためて教育委員会に諮ります。 

 

教育委員会資料 

６．５．２３ 

文化財課 

担当 文化財課 

課長 田多井 用章 

電話 ３４－３２９２ 



 

 

松本市教育委員会告示第  号 

 史跡小笠原氏城跡整備委員会設置要綱を次のように定める。 

  令和６年 月  日 

松本市教育委員会   

   史跡小笠原氏城跡整備委員会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、史跡小笠原氏城跡における保存活用、整備に関する事項等の検討を

行う史跡小笠原氏城跡整備委員会（以下「委員会」という。）を設置することについて

必要な事項を定めることを目的とする。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 ⑴ 史跡小笠原氏城跡の保存活用及び整備に関すること。 

 ⑵ その他必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 ⑴ 地域関係者 

  ⑵  有識者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

別紙 



     

 

   

 

 

報告第 １ 号  

 

松本市学校給食食品等選定委員会委員の委嘱について 

 

１  趣旨 

  松本市学校給食食品等選定委員会設置要綱第３条の規定に基づき、新たに委員を

委嘱することについて報告するものです。 

 

２ 委員名簿 

裏面のとおり  

 

３  任期 

  委嘱の日から１年 

 

４ 根拠法令(抜粋) 

 松本市学校給食食品等選定委員会設置要綱 

   （組織） 

   第３条 委員会は、委員１１人以内をもって組織する。 

   ２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

    ⑴ 学校長 

    ⑵ ＰＴＡ関係者 

⑶ 松本市保健所関係者 

⑷ 学校給食課長 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

   （任期） 

   第４条 委員の任期は、委嘱の日から１年とする。ただし、委員が欠けた場合

における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

教育委員会資料 

６．５．２３ 

学 校 給 食 課 

担当 学校給食課   

課長 百瀬 功三  

電話 ８６－１１３０         

 

--―－１１３０ 



区　分 氏　名 所属・役職等 備考

学　校　長 五明
ご み ょ う

　佳代
か よ

筑摩小学校　校長 副委員長

学　校　長 濵中
はまなか

　浩
ひろし

高綱中学校　校長

ＰＴＡ関係 原
は ら

　綾子
あ や こ

松本市ＰＴＡ連合会副会長

松本市保健所関係者 丸山
まる やま

　彩音
あ や ね

松本市保健所保健予防課管理栄養士

学校給食課長 百瀬
も も せ

　功
こ う

三
み

学校給食課課長 委員長

教育委員会が必要と認める者 成瀬
な る せ

　祐子
ゆ う こ

松本大学人間健康学部健康栄養学科専任講師

〃 寺田
て ら だ

　紀子
の り こ

芳川小学校栄養教諭

〃 東方
と う ぼ う

　映里奈
え り な

岡田小学校栄養教諭

〃 荻上
お ぎ う え

　裕子
ゆ う こ

波田小学校栄養教諭

〃 百瀬
も も せ

　速
はや

宏
ひろ

西部学校給食センター係長（調理員）

〃 白澤
し ら さ わ

　政彦
ま さ ひ こ

東部学校給食センター係長（調理員）

令和６年度松本市学校給食食品等選定委員会委員名簿



 

 

 

 

                 

報告第 ２ 号 
 

青少年のひきこもり対策事業の実施結果について 
 

１ 趣旨 

青少年のひきこもり対策を担当する青少年ホームが令和５年度に実施した

事業について結果を報告するものです。 

 

２ 事業結果 

 ⑴ 実施事業 

   ひきこもりに関する研修会を開催（全５回） 

 ⑵ 対象者 

   当事者及び家族、支援者、その他一般 

 ⑶ 実績 

  別紙１のとおり 

 ⑷ 成果   

  ア 不登校児童生徒の保護者から進路相談の希望があり、学校教育課学校

支援室につなげました。 

イ 中信地区不登校ひきこもりネットワークとの連携により、不登校児童

生徒、保護者の会の居場所冊子「ここなら」を参加者へ配布・情報提供し

ました。 

  ウ 講演やグループワークから、講師や参加者同士のひきこもりに関する

情報交換を行うことができ、リピーター参加につながりました。 

 ⑸ アンケート結果（研修会全体の感想 大変・おおむねよいと回答した参

加者の割合） 

   第１回支援研修会 ８４％、第２回支援研修会 ７７％ 

第１回語り合う会 ８５％、第２回語り合う会 ９２％ 

 ⑹ 分析（参加者からのアンケート結果より） 

  ア 継続開催の要望が多数あり、予想以上に、ひきこもりに対し苦しんで

いる当事者や家族が多いことが分かりました。 

  イ 講演だけでなく、参加者同士の交流や意見交換の要望も多かったため、

９月・３月開催の研修会は、講演に併せて講演内容に関する参加者同士の

グループワークを開催しました。参加者は、自分の意見や悩みを他の参加

者に話したい、相談したいという欲求があり、話すことでひきこもりから

のストレスが緩和され、共感することにより安心感を得られ、ひきこもり

から回復するヒントを得ることができると感じました。 

教育委員会資料 

６．５．２３ 

生涯学習課 



担当 生涯学習課 

課長 廣田 圭男 

電話 32－1132 

 

３ 今後の取組みについて 

ひきこもりからの回復には時間を要するため、令和６年度以降も引き続き、

講演会や語り合う会を開催します。（別紙２参照） 

 

 

  

     



別紙１

ひきこもり支援事業（ひきこもりに関する研修会）の開催について

１　開催内容
　・　全国のひきこもり人口は１４６万人と、令和５年３月末日に厚生労働省で推計・公表された通り年々増加しており、学校で
　　はいじめ、学力不振等による不登校、職場ではパワハラ、業績不振、いじめ、無気力等による退職が、ひきこもりの原因にな
　　っていると推測される。現在「８０・５０問題」を含め、社会問題になっている。
　・　研修会では、ひきこもりの基礎知識（自己防衛のための一時避難行為であり、悪いことではないこと等）を学んだり、ひき
　　こもり体験者からの体験談を伺うことにより、当事者の気持ちを理解し、当事者との接し方（話を傾聴する、話の内容を否定
　　しない、自分の価値観を押し付けない等）を学習し、グループワークを通して、ひきこもりの人を支援できるよう、参加者
　　同士の意見交換や学びの場として、研修会を実施するもの。
　・　参加対象者は、当事者及び家族、支援者、一般市民
　・　講師謝礼は、青少年ホーム事業費 報償費予算より支出　

２　令和５年度実績

開催日時、会場 参加者数
令和5年5月20日（土） 第１回ひきこもり支援研修会 中野　和郎 さん

13時30分～16時 （ひきこもりの基礎知識、当事者の体験談） （長野県精神保健福祉センター）
松本市なんなんひろば 高橋　泰宏 さん 85

大会議室 （ＮＰＯ法人 子ども・若者サポート
はみんぐ）

令和5年6月10日（土） 第２回ひきこもり支援研修会 横山　久美 さん
13時30分～16時 （ひきこもり・就労支援団体の活動紹介、松本市 （ＮＰＯ法人 ジョイフル　理事長） 71

松本市なんなんひろば の取組み、グループワーク） 野口　典宏 さん
大会議室 （松本市福祉政策課課長補佐）

令和5年8月10日（木） けん玉体験会
13時～15時 （ＮＰＯ法人ジョイフルとの共催事業 山﨑　浩幸 さん（松本市職員） 6

松本市なんなんひろば ひきこもりの若者、子どもたちを対象とした
会議室４ 居場所事業）

令和5年9月2日（土） 第１回ひきこもりについて語り合う会 草深　将雄 さん
13時30分～16時 （当事者の気持ち・講演を踏まえたグループ （当事者団体ｈａｎｐｏ　代表） 26

松本市なんなんひろば ワーク） 浅地　真帆 さん
大会議室 （当事者団体ｈａｎｐｏ　副代表）

令和6年3月2日（土） 第２回ひきこもりについて語り合う会 長谷川　洋 さん
13時30分～16時 （うつとひきこもりとの関連の講演を踏まえた （うつリカバリーエンジン　代表） 31

松本市なんなんひろば グループワーク） 青木　良樹 さん
大会議室 （うつリカバリーエンジン　副代表）

合計 219

事業名・内容 講師名



令和６年度開催予定（案）

開催日時

令和6年8月3日（土） 第１回ひきこもりについて語り合う会

13時30分～16時 若林　美輪さん、上兼　裕さん

松本市なんなんひろば ・活動量低下からの社会活動参加について考える。 （ＮＰＯ法人 グランド・リッシュ）

大会議室 ・講師のお話を踏まえたグループワーク

令和6年8月8日（木） けん玉体験会

13時～15時 ・ＮＰＯ法人ジョイフルとの共催事業 山﨑　浩幸 さん（松本市職員）

松本市なんなんひろば ・ひきこもりの若者、子どもたちを対象とした

会議室４ 　居場所事業

令和6年10月19日（土） 講演会 林　恭子 さん　

14時～16時 ・「ひきこもりの理解と支援　ー当事者の視点からー」 （一般社団法人 ひきこもりＵＸ会議 

松本市なんなんひろば
大会議室

代表理事　東京都在住）

令和7年3月1日（土） 第２回ひきこもりについて語り合う会

13時30分～16時

松本市なんなんひろば
大会議室

・講師のお話を踏まえたグループワーク

・約１０年前から、地元のひきこもり当事者を支援する「学
び舎」を主宰している講師より、支援活動内容について講演
いただく。

有賀　和枝　さん

（駒ケ根市 合同会社夢倶楽部しらかば 所長）

別紙２

事業名・内容 講師名

・ひきこもり支援の現場から「社会活動量低下者という概
念」

・高校生の時から３０代まで断続的にひきこもりを体験した
講師より、当事者の立場からお話をいただく。



 

 

 

報告第 ３ 号 

 

まつもと文化遺産保存活用協議会委員の委嘱について 

 

１ 趣旨 

  まつもと文化遺産保存活用協議会委員のうち関係行政機関の代表として委嘱をしてい

た委員の異動に伴い、補欠委員の委嘱を行うことについて報告するものです。 

 

２ 退任者 

  新村 芳男  松本市公民館長会 

 

３ 委嘱予定者 

  梶山 三男  松本市公民館長会 

 

４ 任期 

  まつもと文化遺産保存活用協議会設置要綱第５条に基づき、前任者の残任期間の令和

６年９月３０日までとします。 

 

５ 根拠法令等（抜粋） 

⑴ 文化財保護法 

(協議会) 

第百八十三条の九 市町村の教育委員会は、単独で又は共同して、文化財保存活用地

域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る

連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織すること

ができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該市町村 

二 当該市町村の区域をその区域に含む都道府県 

三 第百九十二条の二第一項の規定により当該市町村の教育委員会が指定した文 

化財保存活用支援団体 

四 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体その他の市町村の 

教育委員会が必要と認める者 

⑵ まつもと文化遺産保存活用協議会設置要綱 

   (組織) 

第４条 協議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 文化財所有者 

(2) 地域住民代表者 

(3) 特定非営利活動法人等関係団体の代表 

教育委員会資料 
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文化財課 



(4) 商工・観光関係団体の代表 

(5) 関係行政機関の代表 

(6) 有識者 

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

(任期) 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

 

 

担当 文化財課 

課長 田多井 用章 

電話 ３２－３２９２ 



まつもと文化遺産保存活用協議会 委員名簿（案） 

任期：令和４年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

 

１ 委員（会長◎、副会長〇） 

区分 氏名 所属等 備考 

文化財所有者 大谷
おおたに

 宥
ゆう

秀
しゅう

 牛伏寺副住職 継続 

地域住民代

表者 

原
はら

 勝美
か つ み

 〇 今井地区文化財委員会 継続 

有馬
あ り ま

 正敏
まさとし

   松本市地域文化財連絡協議会 継続 

特定非営利活

動法人等関係

団体の代表 

山本
やまもと

 桂子
け い こ

 新まつもと物語プロジェクト 継続 

高松
たかまつ

 伸
のぶ

幸
ゆき

 ココブラ信州実行委員会代表 継続 

商工・観光

関係団体の

代表 

花岡
はなおか

 由
ゆ

梨
り

 中町商店街振興組合 継続 

瀬
せ

原田
は ら だ

 久
ひさ

英
ひで

 （一社）松本観光コンベンシ

ョン協会事務局 

継続  

関係行政機

関の代表 

馬場
ば ば

 伸
しん

一郎
いちろう

 長野県県民文化部文化振興課 継続 

梶山
かじやま

 三男
み つ お

 松本市公民館長会 新規 R6.4.1から 

 

有識者 

後藤
ご と う

 芳
よし

孝
たか

 ◎ 松本市文化財審議委員会 継続 

倉澤
くらさわ

 聡
さとる

 都市計画家 継続 

巻山
まきやま

 圭一
けいいち

 松本大学教職センター 継続 

 

２ 関係課 

お城まちなみ創造本部 

地域づくり課 

観光プロモーション課 

文化振興課 

生涯学習課・中央公民館 

博物館 

 



報告第  ４ 号 

 

特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存整備事業について  

 

１  趣旨 

  標記整備事業の完了に伴い、整備内容について報告するものです。  

 

２  指定年月日  

  大正１１年３月  ８日 天然紀念物「安曇村噴湯丘及球状石灰石」  

  昭和２７年３月２９日  特別天然記念物  

  昭和３２年７月３１日  名称変更「白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石」  

  令和 ２年３月１０日  追加指定（指定地域を追加）    

  （参考）昭和  ３年３月２４日  名勝及び天然紀念物「上高地」  

      昭和２７年３月２９日  特別名勝及び特別天然記念物「上高地」  

 

３  整備期間 

  平成２７年度～令和元年度  保存活用計画策定  

  令和２年度～令和５年度   保存整備  

 

４  保存整備事業費  

  ３５，１２０千円（令和２年度～令和５年度）  

歳出内訳 工事請負費 １７，９３０千円  

委託料    １６，５００千円  

その他       ６９０千円  

  財源内訳 国補助   １６，８１０千円  

       県補助      ８５０千円  

       過疎債    ８，８００千円  

       一般財源    ８，６６０千円  

 

５  保存整備事業内容  

 ⑴ 工事 

   散策路（観察デッキ等）、安全柵、駐車場、案内板、指導標  

 ⑵ 委託 

保存活用推進支援、測量、設計、支障木伐採等  

⑶ ソフト事業  

  展示整備（観光案内所）、リーフレット及び解説動画の制作  

  普及啓発（Ｒ２～Ｒ５  計１８回  延べ参加人数２２０名）  

 

６  今後の取り組み  

 ⑴ 一般向け、地元小学校向けの見学会を企画していきます。  

 ⑵ 白骨温泉まちづくり委員会を通じて、地元と連携していきます。  

 

 

教育委員会資料 

６．５．２３ 

文化財課  

担当 文化財課  西部４地区担当  

課長 遠藤 守 

電話 ９４-２３０４  
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教育委員会資料 

６．５．２３ 

学校教育課 

報告第 ５ 号 

 

高綱中学校における事故について 

 

１ 趣旨 

  高綱中学校の草刈り作業中に発生した物損事故について報告するものです。 

 

２ 事故の概要 

 ⑴ 発生日時 

   令和６年５月２日（月）午前１０時頃 天候：晴れ 

 ⑵ 発生場所（位置図：別紙のとおり） 

   松本市大字島立４４１６－１ 学校敷地内東側 柔剣道場付近 

 ⑶ 当事者及び被害の状況 

  ア 相手方 市内在住 男性（４０代） 

    人身  なし 

    物損  車両後部ガラス１枚の損傷 

  イ 当方  高綱中学校 主査補 

 ⑷ 事故の状況 

  ア 当方職員が学校敷地内において刈払機を使用して草刈り作業を行っていたところ、

跳ねた小石が駐車していた自動車に当たり、車両後部ガラスを損傷したもの 

  イ 昨年度に同様の事故があり、近くにある窓ガラスや自動車に当たらないようコン

パネ等で飛散防止対策を行うよう徹底してきましたが、今回は、自動車があること

は認識していたが、構造物に囲まれた場所の作業であり、飛散の可能性はないと本

人の経験から判断し、飛散防止対策を怠ってしまったもの 

  ウ 学校敷地の除草ガイドラインにある、作業の事前周知を怠ってしまったもの 

 

３ 事故後の対応 

 ⑴ 教育長による厳重注意を行いました。 

 ⑵ 学校施設管理担当職員を緊急招集し、本人から事故について報告するとともに、基

本的な事項の再確認をし、事故原因の追及と今後の対策を検討しました。 

  

 

 

  



４ 今後の対応 

 ⑴ 相手方には、誠意をもって対応します。 

 ⑵ 現場状況に応じた、具体的な安全作業の基準を再度、確認します。 

⑶ ６月開催の安全研修（実地）にて、全職員で、作業前の確認事項等について実際に

作業を行いながら確認し、安全に対する意識改革を徹底します。 

⑷ 作業前に、その日の作業内容に基づいた具体的な安全対策を、学校内で確認してか

ら作業を開始することを徹底し、正規職員によるブロック内の定期的な巡回指導を行

います。 

⑸ 次期開催の経済文教委員協議会へ報告します。 

  

担当 

学校教育課 

学校施設担当 

課長 西澤 弘 

電話 ３３－９８４７ 



【高綱中学校 敷地位置図】        【拡大図】 

  

 

 

【現場状況写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【被害車輌 状況】 

 

【被害車両 状況】 
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